
いしかわ男女共同参画推進宣言企業
「女性活躍加速化クラス」のご紹介

金沢市鞍月2丁目20番地
石川県地場産業振興センター新館3階

その他

県内２０商工会の運営指導、
県内商工会地区小規模事業者の高度かつ専門的な経営支援

認定日　平成３０年  １１月７日
更新日　令和  ５年１２月１２日石川県商工会連合会

所 在 地

業 種

事 業 内 容

＜ワークライフバランス推進の取組＞

◇年次有給休暇の取得促進
７月～９月を「有給休暇取得促進月間」に指定し、期間中、原則として６日以上の有給休暇取
得を促進します。

◇育児・介護等を行う職員の時差勤務制度の活用促進
育児・介護を行う職員の育児・介護施設への送迎等に要する時間、障害のある職員の通勤時間
等に配慮し、当該職員の心身の負担軽減と業務能率の一層の向上を図るため、本年度創設し
た、勤務時間の弾力的な運用を可能とする「時差勤務制度」の活用を促進する。
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従 業 員 数

076-268-7300

076-268-9933

https://shoko.or.jp/

全体１９人（男性１２人、女性７人）

私たちは、男性も女性もすべての個人が、互いに人権を尊重し、その個性と能力を十分に発揮
することができるよう、次の取組を行うことを宣言します。
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